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墨田区情報公開条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

第１条による改正（墨田区情報公開条例（平成１３年墨田区条例第３号）） 

改  正  案 現     行 
  

目次 

 第１章・第２章 〔略〕 

 第３章 審査請求等（第１７条－第２１条）

 

 第４章・第５章 〔略〕 

 付則 

   第３章 審査請求等 

 （審査請求） 

第１７条 公開決定等又は公開請求に係る不

作為に関する行政不服審査法（平成２６年

法律第６８号）の規定に基づく審査請求に

ついては、同法第９条第１項の規定は適用

しない。 

２ 前項の審査請求があったときは、当該審

査請求に対する裁決をすべき実施機関は、

遅滞なく、墨田区行政不服審査会条例（平

成２年墨田区条例第２０号）に基づく墨田 

 区行政不服審査会（以下「審査会」とい 

 う。）に諮問しなければならない。ただし、

 次の各号のいずれかに該当するときは、こ

の限りでない。 

 

 

 

 ⑴ 審査請求が明らかに不適法であり、却

下するとき。 

 ⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当

該審査請求に係る区政情報の全部を公開

するとき（当該区政情報の公開について 

  反対意見書が提出されているときを除 

  く。）。 

 

 

 

３ 前項の規定による諮問は、行政不服審査

法第９条第３項において読み替えて適用す

る同法第２９条第２項の弁明書の写しを添

えてしなければならない。 

目次 

 第１章・第２章 〔略〕 

 第３章 不服申立て等（第１７条－第２１ 

     条） 

 第４章・第５章 〔略〕 

 付則 

   第３章 不服申立て等 

 （不服申立て） 

第１７条 〔新設〕 

 

 

 

 

  公開決定等について行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）の規定に基づく

不服申立てがあったときは、当該不服申立

てに対する決定又は裁決をすべき実施機関

は、遅滞なく、墨田区情報公開及び個人情

報保護審査会条例（平成２年墨田区条例第

２０号）に基づく墨田区情報公開及び個人 

 情報保護審査会（以下「審査会」という。）

 に諮問しなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、この限

りでない。 

 ⑴ 不服申立てが明らかに不適法であり、

却下するとき。 

 ⑵ 不服申立てに係る公開決定等（公開請

求に係る区政情報の全部を公開する旨の

決定を除く。以下この号及び第２０条第

２項において同じ。）を取り消し、又は

変更し、当該不服申立てに係る区政情報

の全部を公開するとき。ただし、当該公

開決定等について反対意見書が提出され

ているときを除く。 

  〔新設〕 

 

 

 



 

 

 （諮問した旨の通知） 

第１８条 前条第２項の規定により諮問をし 

 た実施機関（以下「諮問庁」という。）は、

 次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知

しなければならない。 

 ⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服審査

法第１３条第４項に規定する参加人をい

う。以下この条及び第２０条において同

じ。） 

 ⑵ 公開請求者（公開請求者が審査請求人

又は参加人である場合を除く。） 

 ⑶ 当該審査請求に係る区政情報の公開に

ついて反対意見書を提出した第三者（当

該第三者が審査請求人又は参加人である

場合を除く。） 

 （裁決） 

第２０条 諮問庁は、裁決をするに当たって

は、審査会の答申を尊重しなければならな

い。 

２ 第１４条第３項の規定は、次の各号のい

ずれかに該当する裁決をする場合について

準用する。 

 ⑴ 公開決定に対する第三者からの審査請

求を却下し、又は棄却する裁決 

 

 ⑵ 審査請求に係る公開決定等（公開請求

に係る区政情報を公開する旨の決定を除

く。）を変更し、当該審査請求に係る区

政情報を公開する旨の裁決（第三者であ

る参加人が当該区政情報の公開に反対の

意思を表示している場合に限る。） 

 〔同左〕 

第１８条 前条の規定により諮問をした実施

機関（以下「諮問庁」という。）は、次に

掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しな

ければならない。 

 ⑴ 不服申立人及び参加人 

 

 

 

 ⑵ 公開請求者（公開請求者が不服申立人

又は参加人である場合を除く。） 

 ⑶ 当該不服申立てに係る公開決定等につ

いて反対意見書を提出した第三者（当該

第三者が不服申立人又は参加人である場

合を除く。） 

 （決定及び裁決） 

第２０条 諮問庁は、決定又は裁決をするに

当たっては、審査会の答申を尊重しなけれ

ばならない。 

２ 第１４条第３項の規定は、次の各号のい

ずれかに該当する決定又は裁決をする場合

について準用する。 

 ⑴ 公開決定に対する第三者からの不服申

立てを却下し、又は棄却する決定又は裁

決 

 ⑵ 不服申立てに係る公開決定等を変更し、

  当該公開決定等に係る区政情報を公開す

る旨の決定又は裁決（第三者である参加

人が当該区政情報の公開に反対の意思を

表示している場合に限る。） 

     

 

第２条による改正（墨田区個人情報保護条例（平成２年墨田区条例第１９号）） 

改  正  案 現     行 
  

 （第三者保護に関する手続） 

第２２条の２ 実施機関は、開示請求に係る

保有個人情報に実施機関並びに国、独立行

政法人等、地方公共団体、地方独立行政法

人及び開示請求者以外の者（以下この条、

第２５条の２及び第２５条の４において

「第三者」という。）に関する情報が含ま

 〔同左〕 

第２２条の２ 実施機関は、開示請求に係る

保有個人情報に実施機関並びに国、独立行

政法人等、地方公共団体、地方独立行政法

人及び開示請求者以外の者（以下この条、

第２５条の２及び第２５条の４において

「第三者」という。）に関する情報が含ま



 

 

れているときは、開示請求に係る保有個人

情報の全部若しくは一部を開示する旨の決

定又は全部を開示しない（第１７条の４の

規定により開示請求を拒否するとき、及び

開示請求に係る保有個人情報を現に保有し 

 ていないときを含む。）旨の決定（以下 

 「開示決定等」という。）をするに当たっ

て、当該情報に係る第三者に対し意見書を

提出する機会を与えることができる。 

２・３ 〔略〕 

 （審査請求の取扱い） 

第２５条 可否の決定又は開示請求、訂正請

求、削除請求若しくは目的外利用等の中止

請求に係る不作為に関する行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）の規定に基づ

く審査請求については、同法第９条第１項

の規定は適用しない。 

２ 前項の審査請求があったときは、当該審

査請求に対する裁決をすべき実施機関は、 

 次の各号のいずれかに該当する場合を除き、

 墨田区行政不服審査会条例（平成２年墨田

区条例第２０号）に基づく墨田区行政不服

審査会（以下「審査会」という。）に諮問

しなければならない。 

 

 

 

 

 ⑴ 審査請求が明らかに不適法であり、却

下するとき。 

 ⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当

該審査請求に係る保有個人情報の全部を

開示するとき（当該保有個人情報の開示

について反対意見書が提出されていると 

  きを除く。）。 

 

 

 

 

 ⑶ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当 

  該審査請求に係る保有個人情報を訂正し、

  削除し、又は当該保有個人情報の目的外

利用等を中止するとき。 

れているときは、開示決定等をするに当た

って、当該情報に係る第三者に対し意見書

を提出する機会を与えることができる。 

 

 

 

 

 

 

２・３ 〔略〕 

 （不服申立ての取扱い） 

第２５条 〔新設〕 

 

 

 

 

 

  開示決定、訂正決定、削除決定又は目的

外利用等の中止決定について行政不服審査

法（昭和３７年法律第１６０号）に基づく

不服申立てがあったときは、当該不服申立

てに対する裁決又は決定をすべき実施機関

は、次の各号のいずれかに該当する場合を

除き、墨田区情報公開及び個人情報保護審

査会条例（平成２年墨田区条例第２０号）

に基づく墨田区情報公開及び個人情報保護

審査会（以下「審査会」という。）に諮問

しなければならない。 

 ⑴ 不服申立てが明らかに不適法であり、

却下するとき。 

 ⑵ 不服申立てに係る決定等（開示請求に 

  係る自己情報の全部を開示する旨の決定、

  訂正請求、削除請求又は目的外利用等の

中止請求の全部を容認する旨の決定を除

く。）を取り消し、又は変更し、当該不

服申立てに係る保有個人情報の全部を開

示することとしたとき。ただし、当該開

示決定について反対意見書が提出されて

いるときを除く。 

   〔新設〕 

 

 

 



 

 

３ 前項の規定による諮問は、行政不服審査

法第９条第３項の規定により読み替えて

適用する同法第２９条第２項の弁明書の

写しを添えてしなければならない。 

 （諮問した旨の通知） 

第２５条の２ 前条第２項の規定により諮問 

 をした実施機関（以下「諮問庁」という。）

 は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を

通知しなければならない。 

 ⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服審査

法第１３条第４項に規定する参加人をい

う。以下この条及び第２５条の４におい

て同じ。） 

 ⑵ 開示請求者、訂正請求者、削除請求者

又は目的外利用等中止請求者（これらの

者が審査請求人又は参加人である場合を

除く。） 

 ⑶ 当該審査請求に係る保有個人情報の開

示について反対意見書を提出した第三者

（当該第三者が審査請求人又は参加人で

ある場合を除く。） 

 （答申の取扱い） 

第２５条の３ 諮問庁は、裁決をするに当た

っては、審査会の答申を尊重しなければな

らない。 

２ 〔略〕 

 （第三者からの審査請求を棄却する場合等

における手続） 

第２５条の４ 第２２条の２第３項の規定は、

 次の各号のいずれかに該当する裁決をする

場合について準用する。 

 ⑴ 開示決定に対する第三者からの審査請

求を却下し、又は棄却する裁決 

 

 ⑵ 審査請求に係る開示決定等（開示請求

に係る保有個人情報の全部を開示する旨

の決定を除く。）を変更し、当該開示決

定等に係る保有個人情報を開示する旨の

裁決（第三者である参加人が当該第三者

に関する情報の開示に反対の意思を表示

している場合に限る。） 

  〔新設〕 

 

 

 

 〔同左〕 

第２５条の２ 前条の規定により諮問をした

実施機関（以下「諮問庁」という。）は、

次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知

しなければならない。 

 ⑴ 不服申立人及び参加人 

 

 

 

 ⑵ 開示請求者、訂正請求者、削除請求者

又は目的外利用等中止請求者（これらの

者が不服申立人及び参加人である場合を

除く。） 

 ⑶ 当該不服申立てに係る開示決定等につ

いて反対意見書を提出した第三者（当該

第三者が不服申立人及び参加人である場

合を除く。） 

 〔同左〕 

第２５条の３ 諮問庁は、裁決又は決定をす

るに当たっては、審査会の答申を尊重しな

ければならない。 

２ 〔略〕 

 （第三者からの不服申立てを棄却する場合

等における手続） 

第２５条の４ 第２２条の２第３項の規定は、

 次の各号のいずれかに該当する裁決又は決

定をする場合について準用する。 

 ⑴ 開示決定に対する第三者からの不服申

立てを却下し、又は棄却する裁決又は決

定 

 ⑵ 不服申立てに係る開示決定等を変更し、

  当該開示決定等に係る保有個人情報を開

示する旨の裁決又は決定（第三者である

参加人が当該第三者に関する情報の開示 

  に反対の意思を表示している場合に限 

  る。） 

  

 



 

 

 

第３条による改正（墨田区情報公開及び個人情報保護審査会条例（平成２年墨田区条

例第２０号）） 

改  正  案 現     行 
  

   墨田区行政不服審査会条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、行政不服審査法（平成 

 ２６年法律第６８号）第８１条第４項の規

定に基づき、墨田区行政不服審査会（以下

「審査会」という。）の組織及び運営に関

し必要な事項を定めるほか、墨田区情報公

開条例（平成１３年墨田区条例第３号。以

下「情報公開条例」という。）第１７条及

び墨田区個人情報保護条例（平成２年墨田 

 区条例第１９号。以下「個人情報保護条例」

 という。）第２５条の規定による諮問を受

けて行う審査に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （所掌事項） 

第２条 審査会は、次に掲げる事項を審査し

て答申する。 

 ⑴ 行政不服審査法の規定によりその権限

に属させられた事項 

 ⑵ 情報公開条例及び個人情報保護条例の

規定による処分及びその不作為に係る審

査請求に関する事項 

 （組織） 

第３条 審査会は、委員５人以内をもって組

織する。 

２ 委員は、審査会の権限に属する事項に関

し公正な判断をすることができ、かつ、法

律又は行政に関して優れた識見を有する者

のうちから、区長が委嘱する。 

３ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期

は前任者の残任期間とする。ただし、再任

を妨げない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、前条第１号

に掲げる事項に係る審査請求にあっては、

審査会が委員のうちから指名する３人をも

って審査することができる。 

   墨田区情報公開及び個人情報保 

   護審査会条例 

 （設置） 

第１条 墨田区情報公開条例（平成１３年墨

田区条例第３号。以下「情報公開条例」と

いう。）第１７条及び墨田区個人情報保護

条例（平成２年墨田区条例第１９号）第２

５条の規定による諮問に応じて、これらの

条例の規定による処分に係る不服申立てに

ついて審査するため、墨田区情報公開及び

個人情報保護審査会（以下「審査会」とい

う。）を置く。 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

２ 委員は、情報公開及び個人情報保護に関

し優れた見識を有する者のうちから、区長

が委嘱する。 

 

  〔新設〕 

 

 

  〔新設〕 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 （調査権等） 

第７条 審査会は、第２条第２号に掲げる事

項に係る審査において必要があると認める

ときは、情報公開条例第１７条又は個人情

報保護条例第２５条の規定により審査会に 

 諮問した実施機関（以下この条において 

 「諮問庁」という。）に対し、審査請求が 

 あった処分に係る区政情報又は個人情報 

 （以下「区政情報等」という。）の提示を 

 求めることができる。この場合においては、

 何人も、審査会に対し、その提示された区

政情報等の公開を求めることができない。 

２ 諮問庁は、審査会から前項の規定による

求めがあったときは、拒んではならない。 

 

３ 審査会は、第２条第２号に掲げる事項に

係る審査において必要があると認めるとき

は、諮問庁に対し、審査請求があった処分

に係る区政情報等の内容を審査会の指定す

る方法により分類し、又は整理した資料を

作成し、審査会に提出するよう求めること

ができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審

査会は、第２条第２号に掲げる事項に係る

審査に関し、審査請求人、参加人（行政不

服審査法第１３条第４項に規定する参加人

をいう。次条第２項において同じ。）又は

諮問庁（以下「審査請求人等」という。）

に意見書又は資料（以下「意見書等」とい

う。）の提出を求めること、適当と認める

者にその知っている事実を陳述させること

その他必要な調査をすることができる。 

 （意見の陳述） 

第７条の２ 審査会は、第２条第２号に掲げ

る事項に係る審査において審査請求人等か

ら申出があったときは、当該審査請求人等

に、口頭で意見を述べる機会を与えなけれ

ばならない。ただし、審査会がその必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

 （委員の任期） 

第３条 委員の任期は２年とし、補欠委員の

任期は前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 

 〔同左〕 

第７条 審査会は、必要があると認めるとき

は、情報公開条例第１８条に規定する諮問

庁（以下「諮問庁」という。）に対し、不

服申立てのあった処分に係る区政情報又は

個人情報（以下「区政情報等」という。）

の提示を求めることができる。この場合に

おいては、何人も、審査会に対し、その提

示された区政情報等の公開を求めることが

できない。 

 

 

２ 諮問庁は、審査会から前項の規定による

求めがあったときは、これを拒んではなら

ない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、

諮問庁に対し、不服申立てのあった処分に

係る区政情報等の内容を審査会の指定する

方法により分類し、又は整理した資料を作

成し、審査会に提出するよう求めることが

できる。 

 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審

査会は、不服申立てに係る事件に関し、不

服申立人、参加人又は諮問庁（以下「不服

申立人等」という。）に意見書又は資料の

提出を求めること、適当と認める者にその

知っている事実を陳述させることその他必

要な調査をすることができる。 

 

 

 

 （意見の陳述等） 

第７条の２ 審査会は、不服申立人等から申

出があったときは、当該不服申立人等に、

口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見

書若しくは資料の提出を認めることができ

る。 

 



 

 

２ 前項本文の場合において、審査請求人又

は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人

とともに出頭することができる。 

 

 （意見書等の提出） 

第７条の３ 審査請求人等は、第２条第２号

に掲げる事項に係る審査において審査会に

対し、意見書等を提出することができる。

この場合において、審査会が意見書等を提

出すべき相当の期間を定めたときは、その

期間内に提出しなければならない。 

 （委員による調査手続） 

第７条の４ 審査会は、第２条第２号に掲げ

る事項に係る審査のために必要があると認

めるときは、その指名する委員に、第７条

の規定による調査をさせ、又は第７条の２

第１項本文の規定による審査請求人等の意

見の陳述を聴かせることができる。 

 （提出資料の写しの送付等） 

第７条の５ 審査会は、第２条第２号に掲げ

る事項に係る審査において第７条第３項若

しくは第４項又は第７条の３の規定による 

 意見書等の提出があったときは、当該意見

書等の写し（電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。以下この項及び次項に

おいて同じ。）にあっては、当該電磁的記

録に記録された事項を記載した書面）を当

該意見書等を提出した審査請求人等以外の

審査請求人等に送付するものとする。ただ

し、第三者の利益を害するおそれがあると

認められるとき、その他正当な理由がある

ときは、この限りでない。 

２ 審査請求人等は、第２条第２号に掲げる

事項に係る審査において審査会に対し、審

査会に提出された意見書等の閲覧（電磁的

記録にあっては、記録された事項を審査会

が定める方法により表示したものの閲覧） 

 を求めることができる。この場合において、

 審査会は、第三者の利益を害するおそれが

あると認めるとき、その他正当な理由があ

２ 審査会は、不服申立人等から意見書又は

資料が提出された場合、不服申立人等（当 

 該意見書又は資料を提出したものを除く。）

 にその旨を通知するよう努めるものとする。

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 （提出資料の閲覧等） 

第７条の３ 不服申立人及び参加人は、諮問

庁に対し、第７条第３項及び第４項並びに

前条第１項の規定により審査会に提出され

た意見書又は資料の閲覧又は複写を求める

ことができる。この場合において、諮問庁

は、第三者の利益を害するおそれがあると

認めるときその他正当な理由があるときで

なければ、その閲覧又は複写を拒むことが

できない。 

 

 

 

 

 

 

 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

るときでなければ、その閲覧を拒むことが

できない。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、

 又は前項の規定による閲覧をさせようとす

るときは、当該送付又は閲覧に係る意見書 

 等の提出人の意見を聴かなければならない。

 ただし、審査会がその必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

４ 審査会は、第２項の規定による閲覧につ

いて、日時及び場所を指定することができ

る。 

 （委員の義務） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏ら

してはならない。その職を退いた後も、ま

た同様とする。 

２ 委員は、在任中、審査会の審査の公正性

を損なう行為をしてはならない。 

 （罰則） 

第１０条 前条第１項の規定に違反した者は、

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に

処する。 

 （庶務） 

第１１条 審査会の庶務は、総務部において

処理する。 

 （委任） 

第１２条 この条例の施行について必要な事

項は、区長が定める。 

 

 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

２ 諮問庁は、前項の規定による閲覧又は複

写について、その日時及び場所を指定する

ことができる。 

 （委員の守秘義務） 

第９条 審査会の委員は、職務上知り得た秘

密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、また同様とする。 

  〔新設〕 

 

 〔同左〕 

第１０条 前条の規定に違反した者は、１年 

 以下の懲役又は３万円以下の罰金に処する。

 

 

〔新設〕 

 

 〔同左〕 

第１１条 〔同左〕 

     

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （墨田区情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 公開請求に係る決定又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行

前にされたものについては、なお、従前の例による。 

 （墨田区個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 開示請求、訂正請求、削除請求若しくは目的外利用等の中止請求に係る決定又は

不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされたものについては、

なお、従前の例による。 

 （墨田区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 従前の墨田区情報公開及び個人情報保護審査会（以下「旧審査会」という。）は、 



 

 

 第３条による改正後の墨田区行政不服審査会条例（以下「改正後の条例」という。） 

 の規定に基づく墨田区行政不服審査会（以下「審査会」という。）となり、同一性

をもって存続するものとする。 

５ この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、それぞれ、この条例の施行

の日に、改正後の条例第３条第２項の規定により審査会の委員として委嘱されたも

のとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同

条第３項の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員としてのそれぞれの任

期の残任期間と同一の期間とする。 

６ 改正後の条例第７条の２第２項、第７条の４並びに第７条の５第１項及び第３項

の規定は、この条例の施行の日前にされた処分又は同日前にされた申請に係る不作

為に関する審査については、適用しない。 

７ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の墨田区情報公開及び個人情報保

護審査会条例の規定により審査が開始されている不服申立てについては、改正後の

条例の規定による審査が開始されているものとみなす。この場合において、この条

例の施行前に旧審査会において行われた手続は、改正後の条例の相当規定による手

続として行われたものとみなす。 

８ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 


